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No. 種類 質問 回答 備考 

1 要件（他

事業との

重複応

募） 

自立・帰還支援雇

用創出企業立地補

助金（製造・サービ

ス業等立地支援事

業）との重複応募は

可能か。 

重複応募はできません。 

なお、「福島イノベーション・コースト構想の重点推進

分野に資する事業」と、「避難指示区域等における住

民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業」も

重複して応募はできません。 

 

2 要件（補

助事業

者） 

設立したばかりの

企業でも応募可能

か。 

可能です。ただし、第三者委員会において、補助事

業者としての適格性（資金力、経営基盤、ノウハウ等）

や実施体制（販路等）等も含めて審査されるため、投

資計画の熟度等、十分に高めたうえで応募されること

を推奨いたします。 

※公募要領Ｐ１５～１６「７．（１）採択時の

主な審査内容」をご参照ください。 

 

3 要件（用

地・建屋） 

事業再開に要する

経費は、補助対象

か。 

事業の目的にかんがみ、増築・増床など「新増設」に

該当する範囲に限り、補助対象となり得ます。 

既存建物、設備の撤去費・移設費や、復旧のための

修繕費については補助対象外です。 

なお、施設・設備の復旧のための費用等も対象とす

る補助事業の例として「中小企業等グループ施設等復

旧整備補助金」、「福島県原子力被災事業者事業再開

等支援補助金」が挙げられます。 

※公募要領Ｐ１「１．（１）事業の目的」をご参

照ください。 

 

4 要件（用

地・建屋） 

中古建物（居抜き物

件）の購入は、補助

対象か。 

補助対象です。 

ただし、補助事業の実施に当たり必要最小限の範

囲に限ります。 

 

5 要件（用

地・建屋） 

機械設備のみの導

入は、補助対象か。 

補助対象施設（１）（全産業の施設、以下同じ。）で行

う事業の用に供される機械設備である場合は、補助対

象となり得ます。 

補助対象施設（２）～（４）（店舗、宿泊施設及び社

宅。以下同じ。）で行う事業の用に供される場合は、補

助対象外です。これら施設への設備の導入は、建物の

新増設が要件となります。 

※公募要領Ｐ１「用地・建屋・設備」、同Ｐ２～

３「補助対象施設・設備」をご参照ください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

6 要件（用

地・建屋） 

土地の取得のみ本

補助金を利用する

場合は、補助対象

か。 

補助対象外です。 

補助対象施設（１）、（５）で行う事業では、建物又は

設備の新増設が、補助対象施設（２）～（４）で行う事業

では、建物の新増設が補助事業の要件となります。 

※公募要領Ｐ１「用地・建屋・設備」をご参照く

ださい。 

 

7 要件（用

地・建屋） 

既存工場など自社

施設の改修、改造

及び増築は、補助

対象か。 

増築・増床など「新増設」に該当する範囲内に限り、

補助対象となり得ます。 

既存建物、設備の撤去・移設は、補助対象外です。 

※Ｑ＆ＡNo.３をご参照ください。 

 

8 要件（用

地・建屋） 

借地に新増設する

場合、建物取得費

は、補助対象か。 

補助対象です。 

ただし、操業開始後 10年以内に操業を休止、又は

廃止した場合は補助金の全部又は一部の返還を求め

られることがあるため、借地利用の場合であっても 10

年以上の事業継続が必要です。 

※公募要領Ｐ１２「５．その他⑥」をご参照くだ

さい。 

なお、土地の賃借料は、補助対象外です。 

※公募要領Ｐ９「補助対象経費の区分」をご参照

ください。 

 

9 要件（用

地・建屋） 

採択後の立地場所

の変更は認められ

るか。 

原則として認められません。 

立地場所も含めて審査しているためです。 

 

10 要件（補

助対象事

業） 

福島イノベーション・

コースト構想に直接

的に関係するもの

でなく、間接的に関

係する事業におい

ても、「福島イノベー

ション・コースト構想

の重点推進分野に

資する事業」に応募

可能か。 

可能です。 

第三者審査委員会において、補助事業の実施が重

点分野の推進にどのように貢献するかについて審査さ

れます。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

11 要件（対

象施設） 

どのような施設・設

備を補助の対象と

して想定している

か。 

補助対象施設・設備（１）～（５）に該当し、かつ被災

者の方の自立・帰還及び将来的な産業集積に資する

施設・設備です。 

例えば、「（３）宿泊施設」に関しては、継続的な地域

外からの集客により、補助対象地域等に帰還・移住す

る住民の長期的な勤務先として少なくとも１０年以上の

事業継続が確実に見込める産業集積に資する施設と

なります。 

※公募要領Ｐ１「１．（１）事業の目的」、同Ｐ

３「（３）宿泊施設」をご参照ください。 

 

12 要件（対

象施設） 

（１）全産

業の施設

_工場 

工場に付随した小

売店舗は、補助対

象か。 

補助対象です。 

ただし、店舗部分において設備の購入のみを補助

対象とすることは認められません。工場部分について

は設備のみでも補助対象です。 

※Ｑ＆ＡNo.５をご参照ください。 

 

13 要件（対

象施設） 

（１）全産

業の施設 

対象が全産業の施

設・設備とのことだ

が、応募できない事

業はあるのか。 

専ら資産運用的性格の強い事業、 建築又は購入し

た施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく

特定の第三者に長期間賃貸させるような 事業や、風

営法第２条に該当する事業、電気事業法第 2条で定

める電気事業等は、不採択又は交付取り消しとなりま

す。 

※公募要領Ｐ１２～１３「５．その他⑫」をご

参照ください。 

 

14 要件（対

象施設） 

（２）店舗 

店舗に付随した物

流施設・オフィス（本

社、営業所）は、補

助対象か。 

補助対象施設「（２）店舗」として、当該店舗で行う事

業の用に供する物流施設・オフィスを併せて整備する

場合は補助対象となり得ます。 

ただし、店舗に付随していても、オフィスのみを整備

する場合は補助対象外です。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

15 要件（対

象施設） 

（２）店舗 

フランチャイズ（注）

の本部が補助事業

者である場合、整

備した店舗の経営

権だけを個人事業

主に委譲することは

可能か。 

（注）中小小売商

業振興法（昭和 48

年法律第 101号）

第 11条に規定す

る「特定連鎖化事

業」のこと 

可能です。 

ただし、取得財産である店舗について、補助事業者

である本部が、補助事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に

従って、その効果的運用を図る必要があります。 

また、委譲先の個人事業主も共同申請者となる必

要があります。補助事業完了後に個人事業主（共同申

請者ではない）に経営権を委譲する場合は、別途事前

に手続が必要となります。 

※公募要領Ｐ１１「４．補助事業者の義務等④」

をご参照ください。 

 

16 要件（対

象施設） 

（２）店舗 

ガソリンスタンドは

補助対象か。 

補助対象施設「（２）店舗」として補助対象となり得ま

す。ただし、他の補助事業の交付対象となるものを除

きます。 

なお、国の他の補助事業の例としては、地下タンク

の大型化等を対象とする「地域エネルギー供給拠点整

備事業」が挙げられます。 

 

17 要件（対

象施設） 

（２）店舗 

インターネット、カタ

ログ等を使用した

店舗を持たない通

信販売は補助対象

か。 

通信販売で利用する倉庫については、補助対象施

設「（１）全産業の施設」として補助対象となり得ます。 

なお、オフィスのみの建設は補助対象外です。 

 

18 要件（対

象施設） 

（２）店舗 

「福島県原子力被

災事業者事業再開

等支援補助金」に

おいて補助対象と

なる風俗営業事業

（スナック、ゲーム

センター等）は、補

助対象か。 

補助対象外です。 

※公募要領Ｐ２「（２）店舗」をご参照くださ

い。 

 

19 要件（対

象施設） 

（２）店舗, 

（３）宿泊

施設 

入居するテナントか

ら賃料を得ることを

想定した店舗は、

補助対象か。 

補助対象です。 

ただし、補助事業者以外に賃貸する場合は、条件が

あります。 

※公募要領Ｐ８「（補助事業で取得した施設を他

者に賃貸する場合）」をご参照ください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

20 要件（対

象施設） 

（３）宿泊

施設 

宿泊施設に店舗を

併設する場合、店

舗部分は補助対象

となるか。 

併設される店舗が有する機能が、宿泊施設の利便

性の向上等を通じて当該宿泊事業の効用を増加させ

ていると認められる場合は、その範囲内で対象となり

得ます。 

 

21 要件（対

象施設） 

（３）宿泊

施設 

施設内容が、「市町

村復興計画等確認

書」において確認さ

れる「市町村が策

定した（中略）計画」

に、具体的に明記さ

れていない場合、

応募は可能か。 

「市町村が策定した（中略）計画」（以下「計画」とい

う。）に沿った施設であることが当該確認書において読

み取ることができれば、応募は可能です。 

ただし、申請される「宿泊施設」の内容が計画におい

て具体的に明記されている場合は、「投資計画の熟

度」「事業の将来性」「地域経済における重要度」など

採択審査において、高い評価となることが見込まれま

す。 

「宿泊施設」の申請に当たっては、事前にまちづくり

担当部署など立地市町村と相談の上、既存若しくは新

規の計画における位置づけについて確認いただくこと

を推奨します。 

※公募要領Ｐ３「（３）宿泊施設」、同Ｐ１５～

１６「７．（１）採択時の主な審査内容」をご

参照ください。 

 

22 要件（対

象施設） 

（３）宿泊

施設 

主に高齢者を対象

とした宿泊施設は

補助対象か。 

日本標準産業分類に掲げる「老人福祉・介護事業」

に該当しない限り、補助対象となり得ます。 

なお、宿泊の対象者が限定される場合、補助事業

の目的（雇用創出や産業集積への貢献）との整合性の

観点から、詳細な説明を付すようお願い申し上げま

す。 

 

23 要件（対

象施設） 

（３）宿泊

施設 

宴会場や会議室は

補助対象か。 

事業上の必要性が応募申請書において確認できる

場合、補助対象となり得ます。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

24 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

社宅の所有者と付

帯元施設の建屋の

所有者は同一であ

る必要があるか。 

社宅と付帯元施設の所有者は同一である必要があ

ります。 

当補助金の目的は、補助事業者による長期的な雇

用創出を図ることです。 

社宅は補助対象地域で雇用される従業員の福利厚

生の一環として用意される住宅であるため、その従業

員の雇用の場である付帯元施設についても自社所有

により長期的な操業が求められます。 

また、社宅の土地・建屋を賃貸（リース会社を利用）

する場合も社宅は補助対象となりません。 

※公募要領Ｐ７「（設備取得においてリース会社

を利用する場合）」をご参照ください。 

 

25 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

既存のアパート等

を購入し改修・改築

して社宅とする場合

は補助対象か。 

既存のアパート等集合住宅を取得し、社宅用に改

修・改築する費用も補助対象となり得ます。ただし、既

に所有している社宅を改修・改築する費用は対象外で

す。 

 

26 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

５戸以上の住宅と

あるが、例えば、４

戸のアパート等を２

棟（合計８戸）取得

する場合は補助対

象となるか。 

複数棟により５戸以上を確保する場合も、補助対象

となり得ます。 

 

27 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

会議室などの共用

スペースは補助対

象か。 

事業上の必要性が応募申請書において確認できる

場合、補助対象となり得ます。 

 

28 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

既設の工場等に付

帯する社宅を整備

する場合は、どのよ

うに新規地元雇用

者数を計上するの

か。 

付帯元となる工場等における新規地元雇用者及び

社宅の管理人が計上されます。 

※公募要領Ｐ３～５「交付要件」をご参照くださ

い。 

 

29 要件（対

象施設） 

（４）社宅 

入居者から家賃を

徴収することは可

能か。 

可能です。 

ただし、初期投資、維持管理費又はそれに類する経

費に充当する範囲内とします。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

30 要件（対

象施設） 

（５）機械

設備 

機械設備のみで申

請する場合の補助

対象とできる範囲

は。 

建物取得費と設備

費はどのような基

準で判断したらよい

か。 

補助事業者は善良な管理者の注意をもって補助事

業を行わなければならない（補助金適正化法第 11条

１項）ため、区分管理が可能な範囲の設備に限り、補

助対象となり得ます。既存建物と区分管理が不可能で

ある範囲については建物取得費とし、設備として区分

管理が可能な範囲については設備費となります。 

一般的には、建物取得費は、建物の設計、建築、増

築、中古建物の取得及び改築（取得した建物を補助対

象とする場合に限る）にかかる費用、建物と切り離すこ

とのできない付帯設備です。 

設備費は、生産設備機械等の購入、据え付けに必

要な経費です。 

 

31 要件（対

象施設） 

メガソーラー等の発

電施設は補助対象

か。 

施設自体が発電を目的としている事業の場合、補助

対象外です。全量買取り制度等、国の他の補助事業

の適用をご検討ください。 

ただし、発電された電力を補助対象施設においての

み使用される場合は、設備として補助対象となり得ま

す。 

※Ｑ＆ＡNo.13及び公募要領Ｐ１２～１３「５．

その他⑫」をご参照ください。 

 

32 要件（対

象施設） 

農業法人は補助対

象か。 

補助対象となり得ます。 

事業終了後の用地・建屋・設備等の管理・運営等に

責任を持って実施することができる法人ということであ

れば、申請を認めています。 

 

33 補助対象

経費 

農作業に用いる耕

耘機は補助対象

か。 

補助対象となり得ません。 

他事業への転用を防止するため、据付け又は固定

して利用せず、他の場所でも使用可能な設備・器具・

備品類については補助対象と認めておりません。 

※公募要領Ｐ９「補助対象外となる経費」をご参照

ください。 

 

34 補助対象

経費 

補助対象施設（２）

～（４）で行う、本事

業の用に供される

機械設備の購入

は、補助対象か。 

建物を新増設した上で、機械設備を購入する場合

は、補助対象となり得ます。 

※Ｑ＆ＡNo.５及び公募要領Ｐ１「用地・建屋・設

備」をご参照ください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

35 補助対象

経費 

固定資産として計

上しない費用は補

助対象か。 

補助対象外です。 

補助対象経費のうち、地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）第 341 条に規定する固定資産として計上され

るもの及びこれと併せて実施する付帯工事費等が補

助対象です。 

※公募要領Ｐ９「補助対象事業」をご参照くださ

い。 

 

36 補助対象

経費（土

地） 

土地取得費はどの

ような範囲が認めら

れるのか。 

補助事業を運営する上で必要性が認められる範囲

の土地であれば補助対象となり得ます。ただし、本補

助事業で使用しない部分は補助対象として認められな

い場合があります（将来予定地等）。なお、土地の賃借

料は補助対象外です。 

 

37 補助対象

経費（土

地造成） 

自己所有の土地ま

たは借地を造成す

る場合、土地の造

成費は補助対象

か。 

補助対象外です。 

原則、本事業にて購入された土地に係る造成費用

が補助対象です。 

ただし、土地と区分された構築物として独立した資

産管理が可能であり、かつ事業を実施するため必要不

可欠な場合は認められます。 

 

38 補助対象

経費（建

物） 

設計費は補助対象

となるか。 

 

交付決定後に発注した場合は、補助対象になり得ま

す。申請書作成のために交付決定前に発注した設計

費用は補助対象外となります。 

 

39 補助対象

経費（建

物） 

親会社が保有する

中古建物の購入費

用は、補助対象か。 

補助対象外です。 

費用負担の単なる付け替えとなり、社会通念上、認

められません。同じ考え方で補助事業者の役員が保

有する建物も原則、補助対象になりません。 

 

40 補助対象

経費（設

備） 

中古設備の購入は

補助対象か。 

補助対象となり得ますが、中古でなければならない

理由、適正な取引価格である等の理由が必要です。 

 

41 補助対象

経費（設

備） 

グループ企業間の

設備購入は補助対

象か。 

補助対象となり得ますが、補助事業者自身から調達

等を行う場合、補助対象経費の算出には利益排除が

必要です。 

 

42 補助対象

経費（設

備） 

フォークリフト等の

車両は補助対象

か。 

補助対象外です。 

※公募要領Ｐ９「補助対象外となる経費」をご参

照ください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

43 補助対象

経費 

採択後、補助対象

経費が応募時に予

定していた額より増

加した場合、補助

金額は増額可能

か。 

不可能です。 

補助対象経費が採択後に増額になったとしても、補

助金額は採択額が上限となります。 

 

44 要件（雇

用） 

新規地元雇用者数

はいつ時点からの

雇用を対象に含め

ることができるか。 

交付決定日から事業完了日までに採用された者を

カウントできます。 

ただし、採用活動は交付決定日前に行ってもかまい

ません。 

 

45 要件（雇

用） 

社宅の付帯元工場

を別の国の補助金

で建設する場合、そ

の補助金で要件と

して求められる雇用

者を、本補助金の

新規地元雇用者と

してカウントすること

は可能か。 

不可能です。 

国の他の補助金で要件にカウントしている雇用者と

本補助金の新規地元雇用者とは別に確保する必要が

あります。 

 

46 要件（雇

用） 

共同申請の場合、

新規地元雇用者は

補助事業者と共同

申請者の合計の人

数でカウント可能

か。 

可能です。  

47 要件（雇

用） 

非正規社員を新規

地元雇用者の要件

にカウントすること

はできるか。 

可能です。 

地域経済効果立地支援事業（四次公募）では、正社

員に加え、非正規社員も新規地元雇用者に算入でき

ます。ただし、新規地元雇用者に計上する非正規社員

は、以下の条件の下、参入可能となります。 

・1年以上の雇用契約を締結しており、雇用保険に

加入していること 

・非正規社員の 1日当たりの労働時間の合計が、

正社員 1人当たりの労働時間を満たす場合、新

規地元雇用者 1名とカウントすること 

・非正規社員の算入は、新規地元雇用者数のうち 

１／３を上限とすること 

※公募要領Ｐ３～５「交付要件」をご参照くださ

い。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

48 要件（雇

用） 

東日本大震災の影

響により解雇又は

退社した従業員を、

交付決定日以降に

再雇用し、かつ当

該従業員が新規地

元雇用者の要件に

合致する場合は新

規地元雇用としてカ

ウント可能か。 

可能です。 

ただし、新規地元雇用要件達成のための会社都合

による解雇や早期退職希望制度等の不当な行為はカ

ウントできません。 

 

49 要件（雇

用） 

応募時において、

雇用要件で定めら

れている新規地元

雇用者数を上回る

計画で採択された

が、雇用要件の範

囲内で、採択時の

新規地元雇用者数

を下回り、補助事業

を完了することは可

能か。 

不可能です。 

採択時に応募申請書に記載いただいた新規地元雇

用者数は、補助事業完了時には満たしていただく必要

があります。また、補助事業完了後についても、採択

時の雇用状況は継続して満たしていただく必要があり

ます。 

 

50 要件（地

域経済効

果） 

地域経済効果要件

において、（１）付加

価値額の増加及び

（２）避難指示区域

等に立地する企業

との取引額は、両

方満たす必要があ

るのか。 

両方の要件を満たしていただく必要があります。  

51 要件（地

域経済効

果） 

事業完了後、地域

経済効果要件の報

告中に要件を満た

さなくなった場合、

その時点で補助金

の返還となるのか。 

地域経済効果要件は報告期間の終了後に、付加価

値額の増加率及び取引額の年平均値の計算を行いま

す。したがって、報告期間中の一時点において要件を

満たさなくなったとしても、その時点で直ちに補助金を

返還いただくことにはなりません。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

52 要件（取

引額） 

１２市町村内の避

難解除区域等に立

地する自社の支店

との取引は、取引

量に算入可能か。 

算入不可能です。 

同一法人内の取引を取引額に算入いただくことはで

きません。 

 

53 要件（取

引額） 

１２市町村内の避

難解除区域等に立

地するグループ会

社との取引は、取

引量に参入可能

か。 

算入可能です。 

グループ企業間であっても別法人であることから、

取引額への算入を認めています。 

 

54 要件（取

引額） 

避難指示区域等に

本店の所在する事

業者の事業所が、

避難指示区域等の

外に事業所を構え

ていた場合、当該

事業所との取引も

参入可能か。 

算入可能です。  

55 要件（取

引額） 

応募時において、

地域経済効果要件

で定められている

取引額を上回る計

画で採択されたが、

地域経済効果要件

の範囲内で、補助

事業完了後、採択

時の取引額を下回

ることは可能か。 

不可能です。 

採択時に応募申請書に記載いただいた避難指示区

域等に立地する企業との取引額は、補助事業完了後

に満たしていただく必要があります。 

 

56 要件（付

加価値

額） 

付加価値額の算定

に用いる売上高

は、法人全体の売

上高か。それとも、

投資予定の事業所

に限定されるのか。 

付加価値額は事業の安定性を測る指標として用い

られるため、法人全体の売上高より計算してください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

57 要件（付

加価値

額） 

共同申請を行う場

合、売上高をはじめ

とする数字は申請

主体と共同申請者

の合計という理解で

よいか。 

付加価値額算出に係る数字については、全て申請

主体と共同申請者の合計としてください。 

 

58 要件（付

加価値

額） 

付加価値額におけ

る人件費はどのよう

に算出するのか。 

以下項目の全てを含んだ総額を人件費とします。 

・売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金

を含んだもの） 

・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞

与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金

及び退職給与引当金繰入れ 

・派遣労働者、短時間の労働者の給与を外注費で

処理した場合のその費用 

ただし、これらの算出ができない場合においては、

平均給与に従業員数をかけることによって算出してく

ださい。 

 

59 要件（付

加価値

額） 

応募時において、

地域経済効果要件

で定められている

付加価値額の増加

率を上回る計画で

採択されたが、地

域経済効果要件の

範囲内で、補助事

業完了後、採択時

の付加価値額増加

率を下回ることは可

能か。 

不可能です。 

採択時に応募申請書に記載いただいた付加価値額

の増加率は、補助事業完了後に満たしていただく必要

があります。 

 

60 国の支援

制度との

併用 

復興特区制度（税

制優遇、利子補給）

との併用は可能

か。 

可能です。 

積極的に活用ください。 

 

61 国の支援

制度との

併用 

同一の土地・建物・

設備に対し、重複し

て国の補助金を受

けることは可能か。 

できません。 

同一の補助対象物に対して、国の複数の補助金を

受けることはできません。 

なお、本補助金の対象としない設備又は建物に他

の補助金を利用することは可能です。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

62 審査 補助率が上限値よ

り下回るケースはど

のような場合か。 

応募書類の相対評価が他の採択事業者より低い場

合です。 

採択事業者および補助率は、事務局に設置される

第三者委員会が「採択時の主な審査内容」（公募要領

Ｐ１５～１６）に基づき決定します。 

 

63 スケジュ

ール 

事前着手が承認さ

れるまでどの程度

の期間を要するの

か。 

事前に事務局で確認済み書類の申請後、概ね 2週

間程度です。ただし、内容次第で大幅に時間がかかる

場合もあります。 

事前着手を検討される場合は、事前に事務局までご

相談ください。 

 

64 スケジュ

ール 

補助対象経費とす

る契約・工事はいつ

から可能か。 

事務局による交付決定日以降です。 

採択決定後に事務局あてに交付申請していただき

ます。交付申請から交付決定までは通常１～２ヶ月で

すが、申請内容の確認に時間を要し、数ヶ月かかるケ

ースもございます。 

 

65 スケジュ

ール 

事業完了と事業終

了の違いは。 

「事業完了」は、新規地元雇用者数が確保され、かつ

工事が完了し外注先等に経費が支払われた時点です。 

「事業終了」は、確定検査後、補助金が支払われた

時点です。 

 

66 スケジュ

ール 

補助事業はいつま

でに完了する必要

があるか。 

令和 8年 3月 31日までに完了していただく必要が

あります。 

ただし、交付決定後に生じた補助事業者の責めに

帰さないやむを得ない事情により当該期日までに補助

事業を完了することができないと見込まれる場合は、

所定の手続きにより、事務局が特に認める場合に限

り、令和 9年 3月 31日を限度として補助事業の完了

の日とすることができます。 

 

67 補助金の

支払い 

令和 8年 3月にな

らないと補助金が

支払われないの

か。 

原則、各補助事業の事業完了後、必要な手続き終

了後に支払われる予定です。 

 

68 事前着手 応募前に、既に着

手しているが、補助

対象か。 

補助対象外です。 

※公募要領Ｐ９「補助対象外となる経費」をご参

照ください。 

 

69 事前着手 どこからが事前着

手か。 

交付決定日前に、土地や建物の売買契約、仮契

約、金銭の授受が発生する場合など締結された契約

に拘束力が発生する場合は、事前着手に該当します。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

70 事前着手 事前着手が適用可

能な場合、それは

いつから適用される

か。 

公募開始日以降であって、事前着手承認申請の承

認日以降に発生した経費を補助対象とします。 

 

71 応募申請

書 

補助事業の開始予

定日は、申請日を

書いて良いのか。 

本事業に関わる土地・建物等の取得に係る発注を

行う予定の日を記載してください。 

事前着手の申請を行わない場合は、交付決定後に

事業（土地・建物等の取得に係る発注行為）を実施し

ていただくことになります。 

四次公募の採択決定は、公募要領Ｐ１６「７．（３）公

募のスケジュール」のとおり予定しており、交付決定は

それ以降となります。 

 

72 応募申請

書 

補助事業完了時と

はいつ時点か。 

新規地元雇用者数が確保され、かつ工事が完了し

外注先等に経費が支払われた時点です。 

雇用が完了しなければ、補助金は交付されません。 

※Ｑ＆ＡNo.65をご参照ください。 

 

73 応募申請

書 

事前に東北経済産

業局や福島県には

必ず相談しなけれ

ばならないのか。  

事前相談はなくとも、応募は可能です。 

ただし、立地を円滑に進めるため、東北経済産業

局、福島県および立地市町村に、用地や立地条件等

について相談・確認されることをお奨めします。 

※公募要領Ｐ１５「７．（１）③福島県の知事の

意見書」をご参照ください。 

 

74 応募申請

書 

事前着手の承認申

請は応募提案書と

同時に申請するの

か。 

同時に申請して下さい。応募申請書類とともに、事

前着手の承認のための申請書を別添様式により作成

の上、jGrants上にて提出してください。 

また、事前着手の承認のための申請書の提出を予

定している場合は、必ず事前に事務局までご連絡くだ

さい。 

 

75 応募申請

書 

事前着手の承認申

請が共同申請の場

合、申請者欄も連

名にする必要があ

るか。 

応募申請書類と同様、連名で記入してください。  
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No. 種類 質問 回答 備考 

76 応募申請

書 

見積書等の添付は

必要か。 

原則として必要です。申請書類は、内容の妥当性が

求められます。積算根拠として、見積書の徴取は可能

な限り行ってください。見積書の徴取が不可能な場合

は、その理由と計上する金額についての算出方法を説

明した資料を添えて下さい。 

見積書等を添付する場合は、jGrants上の提出フォ

ーム、「③様式第２_１（４）（イ）の添付書類一式」にて、

他の添付と同時に１つの PDFにまとめてご提出くださ

い。 

※公募要領Ｐ４５＜提出書類のとりまとめ方法＞

（２）をご参照ください。 

内容確認がしやすいように、見積書等には任意の見

積書番号を右上に振り、提出書類に記載されている金

額に印等をつけてください。 

公募要領Ｐ３２～３３「様式第２、別添１、（２）投資内

訳」の備考欄に、その項目に該当する見積書番号を明

記してください。 

 

77 応募申請

書 

土地取得費の場

合、見積書は入手

できないがどのよう

な資料を添付すれ

ばよいか。 

補助対象経費として計上する土地取得費に関する

算出根拠資料をご用意ください。 

たとえば、公的機関から取得する場合は工業団地

HPやパンフレット等の分譲価格が明示されている資

料、公的機関以外から取得する場合は固定資産税評

価額、地価等の単価を用いた土地価格の算出資料等

を添付ください。 

 

78 応募申請

書 

申請書類の提出

は、jGrantsに限る

のか。 

jGrantsに限ります。郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メー

ルによる提出は受け付けません。四次公募の締切は、

令和 6年 7月 5日（金）正午必着です。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

79 応募申請

書 

工場等とその工場

等を付帯元とする

社宅の両方を補助

事業で新設する場

合、公募要領 P22

（様式第２）１．補助

事業の実施計画

（１）補助事業の目

的及び内容（ロ）投

資予定の工場・店

舗等の概要にはど

のように記載すれ

ばよいか。 

「（ロ）投資予定の工場・店舗等の概要」の表に工場

等と社宅の情報を入力し、「社宅の付帯元となる工場・

店舗等」の表に再度工場等の情報を入力してくださ

い。 

 

80 応募申請

書 

区画整備中の土地

で、申請書の提出

期限までに地番等

が確定しない場合、

公募要領Ｐ22(様式

第２)１．補助事業の

実施計画（１）補助

事業の目的及び内

容（ロ）投資予定の

工場・店舗等の概

要の「工場・店舗等

の所在地」はどのよ

うに記載すればよ

いか。 

工場・店舗等の所在地の欄には、まとめて「～地区

内第～区」等記載頂き、詳細は見取り図等別紙に記載

ください。 

 

81 応募申請

書 

公募要領Ｐ23(様式

第２)１．補助事業の

実施計画（１）補助

事業の目的及び内

容(ハ)事業実施部

分の土地・建物の

所有関係には、ど

のようなことを記入

すればよいか。 

補助事業を行う敷地、建物が、本事業実施により自

社所有になるかどうか、土地や中古建物を購入する場

合は誰から購入するか等、ご記入ください。所有関係

が複雑な場合等は詳細に説明してください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

82 応募申請

書 

公募要領Ｐ25(様式

第２)２．補助事業の

収支予算には、 

共同申請の場合、

どのように書けばよ

いのか。 

（１）収入、（２）支出ともに、事業者Ａ、事業者Ｂそれ

ぞれで表を作り、記載してください。また、合計値が、

（様式第１）７．補助事業に要する経費、補助対象経費

及び補助金の配分額と必ず一致するように注意くださ

い。別途公開している記載例は共同申請の場合です

ので、確認ください。 

 

83 応募申請

書 

公募要領Ｐ25(様式

第２)２．補助事業の

収支予算（１）収入

の「起債又は借入

金」（注１）に「資金

計画（資金調達先、

返済計画等）につい

て分かる資料を添

付してください」とあ

るがどのような資料

を添付すればよい

か。 

資金計画として、どこからいくら資金調達するのか、

返済計画の詳細が分かるように資料を作成し、添付く

ださい。 

その資料は、jGrants上の提出フォーム、「⑤資金計

画関連資料」にて、他の添付と同時に１つの PDFにま

とめてご提出ください。 

 

84 応募申請

書 

公募要領Ｐ25(様式

第２)２．補助事業の

収支予算（１）収入

の「起債又は借入

金」に、実際には補

助金分も借入を行

う予定であり、借入

金の額を入力する

と、収支が合わなく

なる。 

申請書内の収支は合わせる必要があるので、実際

の借入額よりも少ない額を記載することは問題ありま

せん。申請書の表の欄外に、「つなぎ融資として、実際

の借入額は●●円を予定している」等の注記をしてい

ただき、添付書類で示される借入額を説明してくださ

い。 

 

85 応募申請

書 

公募要領Ｐ26(様式

第２)３．実施体制図

は、操業後の体制

図を作成すればよ

いか。 

操業後の体制図のみではなく、補助事業（工場等の

新増設）の実施体制を含んで作成してください。 

実施体制図は補助事業がきちんと執行できる体制

が整っているかどうかを判断するための資料です。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

86 応募申請

書 

公募要領Ｐ27(様式

第２)４．補助事業者

の概要 会社概要

「福島県内の主な

事業所」及びＰ29

「現行の工場・店舗

等の状況」の記載

について、福島内

に工場・店舗等がな

い場合は記載なし

でよいか。 

工場等の名称の欄に「※福島県内に工場・店舗等な

し」と記入してください。 

 

87 応募申請

書 

公募要領Ｐ36（別添

４）「雇用創出効果」

における、「売上げ

(計画)と雇用効果

の推移」、「売上げ

（計画）」には会社

全体の売上げを記

載すればよいか。 

会社全体ではなく、補助事業を行う部門の売上げ計

画について記載してください。 

 

88 応募申請

書 

公募要領Ｐ36（別添

４）「雇用創出効果」

における、「売上げ

(計画)と雇用効果

の推移」、「補助事

業を行う事業部門

の申請時における

雇用数(a)」は、０人

でよいのか。 

雇用数は補助事業を行う部門について記入くださ

い。申請時に補助事業を行う事業部門がない場合は、

(a)欄は、全て「0人」となります。 

(a)欄は、申請年度に関係なく、「申請時の雇用数」を

全ての年度の欄に記載してください。 

 

89 応募申請

書 

公募要領Ｐ43＜提

出書類等チェックシ

ート＞の③様式第２

の補足資料「出資

者及び役員の一覧

が記載されている

書類」とあるが、具

体的にどのような書

類を提出すればよ

いか。 

株主総会での決議書類や、御社の役員を記載した

書類等を作成し、現時点での役員が証明できるものを

添付してください。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

90 応募申請

書 

公募要領Ｐ43＜提

出書類等チェックシ

ート＞の③様式第２

の補足資料につい

て、共同申請者が

個人事業主の場

合、何を提出すれ

ばよいか。 

下記２点をご提出ください。 

① 所得税確定申告書Ｂ 第一表（事業者印、税務署

受領印、税理士印付き（*1））（３期分写し） 

〔電子申請の場合〕申告書Ｂのハードコピー（３期分

写し）と税務署が受信したというメールのハードコピ

ー 

（*1）税理士印は、税務申告を税理士に委任してい

ない場合は不要 

② 青色申告決算書（青色申告） 

 

91 応募申請

書 

決算報告書が直近

３年度分揃わない

場合はどうすれば

よか。 

決算報告書がない場合は、これまでの事業内容の

概要を記載した書類を、また設立後３年未満の企業で

あって、設立前に当該事業を実施していた企業がある

場合は、その企業の決算報告書をご提出いただきま

す。 

 

92 応募申請

書 

公募要領Ｐ43＜提

出書類等チェックシ

ート＞の③様式第２

の補足資料「直近３

年度分の決算報告

書（貸借対照表、損

益計算書及び製造

原価報告書）」につ

いて、小売業のた

め製造原価報告書

を作成していない場

合はどうすればよ

いか。 

製造原価報告書を作成していない場合は、作成して

いない旨の説明を記載して提出してください。 

 

93 応募申請

書 

捺印はすべての提

出書類に押さないと

いけないのか。 

地域経済効果立地支援事業（四次公募）では、提出

書類は全て jGrants上での提出となったため、押印は

任意とします。（省略可能です）。 

 

94 応募申請

書 

書類は全てＡ４サイ

ズでなければならな

いのか。 

必ずＡ４サイズで作成・提出してください。Ａ４サイズ

では文字が小さい、見づらい等があれば、左右、上下

等に割付して複数ページで作成してください。 

 

95 応募申請

書 

申請書の中に設計

図の添付とあるが、

どの程度の設計図

を用意したらよい

か。 

建築物のおおよその大きさ・外観がわかる図面のみ

で結構です。配置図、平面図、立面図があれば十分で

す。 
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No. 種類 質問 回答 備考 

96 応募申請

書 

２つの異なる敷地に

工場・店舗等を作る

場合、申請書はどう

するか。 

それぞれの立地の目的が分かれている（別の事業

である）場合は、それぞれ応募書類を作成してくださ

い。 

 目的が同じ（ひとつの事業）の場合でも、補助率の異

なる市町村又は地区に立地する場合は、それぞれ応

募書類を作成してください。この場合は、事業名に（そ

の１）、（その２）と記載するなど、同じ事業であることが

分かるように工夫をしてください。 

補助率の同じ市町村及び地区に同じ事業目的で立

地する場合は、ひとつの応募書類とすることができま

す。 

 

97 応募申請

書 

２つの敷地のどちら

かを検討している場

合、申請書はどうす

るか。 

どちらかに立地するのであれば計画を精査していた

だき、片方のみの申請にしていただく必要があります。 

 

98 応募申請

書 

既存敷地内に増築

の場合、投資予定

の施設の概要の建

築面積はどうする

か。 

増築部分の面積のみを記入し、敷地面積は敷地全

体の値を記入してください。 

 

99 応募申請

書 

応募申請書は英語

でもよいか。 

不可です。 

日本語のみの交付申請書のみ受け付けます。 

 

100 交付申請

等 

採択を受けた後の

補助対象経費の変

更はどの程度まで

許容されるのか。 

補助対象経費については、採択時に補助率及び補

助金合計額の上限額が決まり、交付申請時に補助対

象経費を精査させていただきます。交付決定以降の変

更については、あらかじめ計画変更手続きを行わない

と認められない場合があります。採択後に個別にご相

談ください。 

 

101 jGrants jGrantsでの申請に

は何を準備する必

要があるのか。 

Gビズ IDの取得が必要です、Gビズ ID未取得の

場合、まずは以下の URLから、gBizIDプライムを申請

してください。登録まで２週間程度を要する場合があり

ますので、ご注意ください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

 

102 jGrants Gビズ IDの種別は

プライムでなければ

ならないのか。 

jGrantsで利用可能な Gビズ IDは、gBizIDプライム

もしくは gBizID メンバーです。以下の URL も併せてご

参照ください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 
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No. 種類 質問 回答 備考 

103 jGrants 共同申請の場合

は、申請者いずれ

かの Gビズ IDで申

請すれば良いか。 

共同申請者からの申請は不可です。主たる申請者

の IDを用い、申請してください。 

 

104 jGrants 事業者情報で自動

入力されている項

目を修正したい。 

自動入力されている項目は、Gビズ IDの登録情報

や自社情報（アカウント情報）に登録された情報となる

ため、修正は不可です。修正される場合には、Gビズ

IDや自社情報（アカウント情報）の登録情報を修正くだ

さい。 

 

105 jGrants 申請書類のアップ

ロードに容量制限

はあるのか。 

１ファイル当たり 16MBまでとなっています。（ZIPフ

ァイル形式は不可。） 

 

106 jGrants 申請書類のアップ

ロード箇所が複数

あるが、全て提出し

なければならない

のか。 

事前着手申請やリース関連の書類など、一部の書

類は該当する申請者のみが提出するものもあります。

提出書類チェックシートにて、必要な申請書類をご確

認いただき、提出してください。 

 

 


